
 居宅介護支援重要事項説明書 

＜令和６年４月１日現在＞ 

 

１．当法人が提供するサービスについての相談窓口 

   電話 ０４９３－２１－２６６０（午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

   管理者       相笠まさよ 

   主任介護支援専門員 竹﨑乃利子 

   介護支援専門員   嶋田好美 小金丸悦弘 齊藤由起子 

   ＊ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２．ひがしまつやま寿苑指定居宅介護支援事業所の概要 

（１）居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域 

事業所名 指定居宅介護支援事業所ひがしまつやま寿苑 

所在地 東松山市大字柏崎６２９番１ 

介護保険指定番号 埼玉県 １１７３３００９２０ 

サービスを提供する地域 東松山市、吉見町、川島町 

 上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２）同事業所の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 計 

管理者 介護支援専門員 １名(兼務)  １名(兼務) 

 
主任介護支援専門員 １名(兼務)  １名(兼務) 

介護支援専門員 2名 1名 3名 

 

（３）営業日及び営業時間 

月～日曜・祝日(1月 1日～3日除く)  午前８時３０分～午後５時３０分 

 ＊ 緊急連絡先 ０４９３－２１－２６６０ 

 ＊ 緊急時、電話等により、２４時間常時連絡体制。 

 

３．居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

居宅介護支援申し込み受付 来訪・電話受付。 

↓  

利 用 者 宅 訪 問 訪問し現在の状況やプランの希望等を確認。 

↓  

仮プラン作成・提示 仮のプランを作成し、サービス内容確認。 

↓  

サービス事業者受入れ確認 サービス事業者と調整します。 

↓  

プラン決定 サービス事業者と契約します。 

↓  

サービス開始  

 



４．公正中立なケアマネジメントの確保 

 （１）居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して、複数の 

   サービス事業者等の紹介を求めることが可能です。 

 （２）居宅サービス計画原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を求める 

   ことが可能です。 

 （３）前６か月間に作成した居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、 

   地域密着型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画 

   の数が占める割合についてご説明します。 

 （４）前６か月間に作成した居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、 

   地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供 

   されたものが占める割合（上位３位まで）についてご説明します。 

 

  以上について文書の交付に加えて口頭での説明を丁寧に行い理解して頂いたことに 

 ついて利用者、またはその家族から署名を頂きます。 

 

５．利用料金 

  要介護認定又は要支援認定を受けている方は、介護保険制度から全額給付されるので 

 自己負担はありません。 

  ただし、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、１ヶ 

 月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当法人からサービス提供証明書を 

 発行いたします。 このサービス提供証明書を後日お住まいの市町村の窓口に提出しま 

 すと、全額払戻しを受けられます。 

  

【居宅介護支援費】 取り扱い件数４０件未満（介護支援専門員１人に付き） 

 （１）要介護１・２          １１,３１６円／月 

 （２）要介護３・４・５        １４,７０２円／月 

 

【加算】 

 （１）初回加算             ３,１２６円／月 

 （２）医療連携加算 

   ① 入院時情報連携加算（Ⅰ）    ２,６０５円／月 

   ② 入院時情報連携加算（Ⅱ）    ２,０８４円／月 

   ③  退院・退所加算 

 カンファレンス参加なし カンファレンス参加あり 

連携１回 ４,６８９円 ６,２５２円 

連携２回 ６,２５２円 ７,８１５円 

連携３回 × ９,３７８円 

 

 （３）通院時情報連携加算         ５２１円／月 

 （４）緊急時等居宅カンファレス加算   ２,０８４円／月 

 （５）特定事業所加算（Ⅲ）       ３,３６５円／月 

 （６）ターミナルケアマネジメント    ４,１６８円／月 



  【ターミナルケアマネジメント加算に関して】 

① 医師の診断により回復の見込みがないと判断された方であって、 

在宅で死亡の利用者 

     (在宅訪問後、２４時間以内に在宅以外で死亡の場合を含む) 

② 終末期の医療やケアの方針に関する意向を把握し、利用者または 

その家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡前１４日以内に 

    ２日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス 

    変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施。 

③ 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等及び 

    ケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供。 

 

 ＊ 地区別単位：1単位当たり 10.42円(6級地) 

 

【その他】 

  上記のサービス提供実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその 

 実費の徴収となります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収させて 

 いただきます。 

 （１）通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道１０㎞未満  ２００円 

 （２）通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道１０㎞以上  ５００円 

 

６．サービスの利用開始 

 （１）サービスの開始 

    介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問し、契約を締結した後、サービスの提 

   供を開始します。 

 （２）サービスの終了 

   ① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

     文書、電話等でお申し出いただければ、いつでも解約することができます。 

   ② 当法人の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく 

    場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに、 

    地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

 （３）以下の場合は双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   ① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

   ② 介護保険給付でサービス利用中の方の要介護状態区分が、非該当と認定され 

    た場合 

   ③ 利用者がお亡くなりになった場合 

 

 ※ 利用者及びその家族などが当法人や当法人の介護支援専門員に対して本契約を継続 

  しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービ 

  スを終了させていただく場合がございます。 

 

 

 

 



 

 

７．サービス内容に関する苦情 

  ・利用者様 苦情・要望・相談窓口 

   居宅介護に関する苦情、要望、相談等は下記窓口までお申し出ください。 

 ☆サービス相談窓口☆ 

       ・電話番号 ０４９３－２１－２６６０ 

       ・受付時間 ８時３０分～１７時３０分 

 

８．秘密保持 

 （１）事業者、介護支援専門員及び事業者の情報を使用する者は、サービス提供をする 

   上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしま 

   せん。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 （２）事業者は、利用者及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ 

   ス担当者会議において、利用者及び当該家族の個人情報を用いません。 

 

９．事故発生時の対応方法について 

  利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利 

 用者家族との連絡調整をし対応していきます。 

 

１０．賠償責任 

  事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者 

 の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

１１．その他 

  当事業所以外に、市町村の苦情・相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

 （１）東松山市役所 高齢介護課 0493－23－2221（受付時間 8：30～17：15） 

 （２）吉見町役場  健康推進課 0493－54－1511（受付時間 8：30～17：15） 

 （３）川島町役場  健康福祉課 049－297－1811（受付時間 8：30～17：15） 

 （４）埼玉県国民健康保険団体連合会 苦情相談専用 

     午前 8時 30分～正午、午後 1時～午後 5時（土・日・祝日は除く） 

         048－824－2568（受付時間 8：30～12：00、13：00～17：00） 

 

１２．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 

 1 あり  

実施日  

評価機関名称  

結果の開示  1 あり   2 なし  

 2 なし   

 

 

 


